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危
険
な
場
所
の

　

確
認
を
！

  

確
実
な
避
難
行
動
の
た
め

に
も
、
ま
ず
自
宅
や
普
段
生

活
す
る
場
所
に
、
ど
の
よ
う

な
災
害
の
危
険
が
あ
る
の
か

を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

津
田
川
・
近
木
川
・
見
出
川

の
大
雨
に
よ
る
洪
水
リ
ス
ク

や
、
大
阪
府

が
指
定
し
て

い
る
土
砂
災

害

警

戒

区

域
・
特
別
警

戒
区
域
な
ど
を
示
し
た
土
砂

災
害
・
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

避
難
場
所
・
避
難
経
路

は
事
前
に
確
認

■
安
全
な
避
難
を
す
る
た
め

に
、
避
難
場
所
、
避
難
経
路

は
事
前
に
確
認
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

■
安
全
な
場
所
に
い
る
か
た

は
、
避
難
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
を
避
け
る
た
め
、
災
害
の
危

険
が
少
な
い
知
人
・
親
せ
き
宅

へ
の
避
難
も
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

■
家
族
が
離
れ
て
い
る
時
の
連

絡
方
法
を
決
め
て
お
き
ま
し
ょ

う
。

大
雨
や
台
風
が
近
づ
い
た

ら
、
気
象
情
報
や
河
川
情

報
に
注
意

■
水
害
の
発
生
前
に
避
難
行
動

を
と
る
た
め
に
は
、
雨
量
な
ど

の
気
象
情
報
や
近
く
を
流
れ
る

河
川
の
水
位
情
報
を
把
握
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。

■
浸
水
後
の
避
難
は
危
険
で
す
。

早
め
に
避
難
し
ま
し
ょ
う
。

■
避
難
所
へ
移
動
す
る
と
き
は
、

検
温
を
行
い
、
で
き
る
だ
け
マ

ス
ク
を
着
用
し
行
動
し
ま
し
ょ

う
。

■
浸
水
が
始
ま
っ
て
い
る
場
合

や
激
し
い
降
雨
で
移
動
す
る
の

が
危
険
な
場
合
な
ど
は
、
自
宅

の
２
階
以
上
の
部
屋(

垂
直
避

難)

や
崖
か
ら
離
れ
た
部
屋
へ

移
動
す
る
な
ど
、
被
害
を
避
け

る
最
小
限
の
行
動
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

　

防
災
情
報
の
入
手
方
法

■
防
災
情
報
メ
ー
ル

　

大
雨
・
洪
水
警
報
、
地
震
情

報
や
災
害
発
生
時
の
避
難
指
示

な
ど
の
防
災
情
報
を
携
帯
電
話

に
メ
ー
ル
配
信
し
ま
す
。
登
録

は
無
料
で
す
が
、
通
信
料
は
必

要
で
す
。

登
録
方
法

touroku@osaka-bousai.net

ま
た
は
二
次
元

コ
ー
ド
を
読
み
取

り
、
空
メ
ー
ル
を

送
信
し
て
く
だ
さ

い
。

■
大
阪
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【
河
川
や
土
砂
災
害

の
防
災
情
報
】

http://www.osa
ka-bousai.net/
pref/index.html

■
そ
の
他
の
情
報

【
気
象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

http://www.jma.go.jp/ 
【
国
土
交
通
省
防
災
情
報
提
供

セ
ン
タ
ー
携
帯
電
話
サ
イ
ト
】

http://www.mli
t.go.jp/saigai
/
b
o
s
a
i
j
o
h
o
/
i
-

index.html

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
に

よ
る
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓

練
を
行
い
ま
す

　

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

(

Ｊ
ア
ラ
ー
ト)

は
、
地
震
や
津

波
、
武
力
攻
撃
な
ど
の
時
間
的

に
余
裕
の
な
い
緊
急
情
報
を
、

人
工
衛
星
を
用
い
て
国
が
自
治

体
に
送
信
し
、
防
災
行
政
無
線

を
自
動
起
動
さ
せ
放
送
す
る
こ

と
に
よ
り
、
み
な
さ
ん
に
瞬
時

に
情
報
を
伝
達
す
る
シ
ス
テ
ム

で
す
。

　

今
回
の
訓
練
は
、
国
民
保
護

情
報
の
伝
達
を
目
的
と
し
た
訓

練
で
す
。
緊
急
情
報
を
市
民
の

み
な
さ
ん
に
伝
達
す
る
体
制
を

５月は宅地防災月間です５月は宅地防災月間です

災害時などの避難所が一部変更に

　宅地災害は、いったん起こると家屋や家財、ときには人命にもかかわるこ
とがあります。造成中の急斜面、無理な積み方をした石垣、風化の著しい崖
面などは、長雨、大雨などにより思わぬ災害を引き起こすことがあります。
　宅地災害を未然に防止するため、次のような点について自宅周辺を点検
し、必要であれば早急に適切な処置をお願いします。
①石垣、よう壁などに亀裂などは入っていないか、割れ目から地下水がしみ
出ていないか。
②石垣、よう壁などの水抜き穴からうまく水が流れ出ているか。
③地盤は沈下していないか。
④排水のための溝に泥などがつまっていないか。
　大阪府建築指導室が発行している｢石積み・ブロック積みよう壁の自己診
断マニュアル｣には、点検方法など具体的に記載しています。マニュアルは
大阪府建築指導室ホームページに掲載していますのでご利用ください。
問合せ先　府建築指導室審査指導課☎06－6210－9722
　　　　　市まちづくり課☎072－433－7211

　新庁舎の供用開始に伴い、一部の避難所が変更になります。
　新たに福祉避難所となる「老人福祉センター」は、地震など
による長期的な避難が必要となる場合に開設する避難所です。
台風や大雨時の避難所としては開設しません。小学校の体育館
など市が開設する最寄りの避難所をご利用ください。

※福祉避難所への受入対象は、高齢者および障害者などの要配
慮者としていますので、対象者以外のかたは、小・中学校など
の一般の避難所をご利用ください。

問合せ先　危機管理室☎072－433－7392

万
全
に
す
る
た
め
、
全
国
瞬
時

警
報
シ
ス
テ
ム
と
市
内
に
設
置

し
て
い
る
防
災
行
政
無
線
を
連

動
し
放
送
す
る
こ
と
で
、
正
常

に
作
動
し
て
い
る
か
を
確
認
す

る
も
の
で
す
。

日
時　

５
月
18
日(

水)

午
前
11

時
頃

放
送
内
容　

～
チ
ャ
イ
ム
～

「
こ
れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス

ト
で
す
」
×
３
回

「
こ
ち
ら
は
防
災
貝
塚
市
で

す
」
～
チ
ャ
イ
ム
～

問
合
せ
先　

危
機
管
理
室
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
３
９
２

　

防
犯
対
策
メ
ー
ル
に

　

登
録
し
ま
し
ょ
う

　

子
ど
も
を
犯
罪
な
ど
の
危
険

か
ら
守
る
た
め
に
は
、
い
つ
・

ど
こ
で
・
ど
ん
な
こ
と
が
起
き

て
い
る
の
か
知
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
登
録
者
が
同
じ
情
報
を

い
ち
早
く
共
有
し
、
子
ど
も
の

安
全
を
見
守
り
ま
し
ょ
う
。

■
こ
・
あ
・
ら
メ
ー
ル

　

市
内
で
発
生
し
た
、
子
ど
も

に
危
害
が
お
よ
ぶ
お
そ
れ
の
あ

る
状
況
や
事
件
情
報
な
ど
を
、

携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
に
メ
ー

ル
で
配
信
し
て
い
ま
す
。
登
録

は
無
料(

通
信
料
は
自
己
負
担)

携
帯
電
話
で
の
登
録
方
法

koara@emp-sa.smart-lgov.jp
(

下

記

二

次

元

コ

ー

ド)

に

空

メ
ー
ル
を
送
信
す

る
と
メ
ー
ル
が
返

信
さ
れ
る
の
で
、

案
内
に
沿
っ
て
登
録　

パ
ソ
コ
ン
で
の
登
録
方
法

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
-
s
a
.
s
m
a
r
t
-

gov.jp/user/manage/kaizuka

に
接
続
し
案
内
に
沿
っ
て
登
録

※
ド
メ
イ
ン
指
定
受
信
、
拒
否

設
定
さ
れ
て
い
る
か
た
は
、
あ

ら
か
じ
め
ド
メ
イ
ン
指
定
受
信

にcity.kaizuka.lg.jp

を
追

加
し
て
く
だ
さ
い
。

■
安（
あ
ん
）ま
ち
ア
プ
リ

　

警
察
で
は
、
府
内
で
発
生
し

た
ひ
っ
た
く
り
や
不
審
者
情
報

と
防
犯
対
策
情
報
な
ど
を
タ
イ

ム
リ
ー
に
お
届
け
し
ま
す
。

プ
ッ
シ
ュ
通
知
す
る
地
区
や
情

報
種
別
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

ま
た
、
防
犯

マ
ッ
プ
で
地
域
の

犯
罪
な
ど
を
地
図

上
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
、
い
ざ

と
い
う
と
き
の
た

め
の
防
犯
ブ
ザ
ー

機
能
も
あ
り
ま
す
。

ア
プ
リ
か
ら
１
１

０
番
通
報
も
行
え

ま
す
。

登
録
方
法

下
記
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら

問
合
せ
先　

危
機
管
理
室
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
３
９
２

Andoroid iphone

河
川
の
氾
濫
や
洪
水
に

警
戒
を

河
川
の
氾
濫
や
洪
水
に

警
戒
を

問
合
せ
先　

危
機
管
理
室

　
　
　
　
　
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
３
９
２

　
こ
れ
か
ら
雨
の
多
い
季
節
を
迎
え
ま
す
。集
中
豪
雨
な
ど

大
雨
に
よ
る
河
川
氾
濫
、洪
水
な
ど
の
水
害
が
発
生
し
や

す
い
時
期
で
す
。

　
市
で
は
、災
害
発
生
の
危
険
が
高
ま
っ
た
場
合
、避
難
情

報
な
ど
を
発
信
し
、ご
自
身
や
家
族
の
身
を
守
る
た
め
の

行
動
を
呼
び
か
け
ま
す
。

　「
百
年
に
一
度
は
明
日
か
も
知
れ
な
い
」と
い
う
気
持
ち

で
、確
実
に
避
難
行
動
が
取
れ
る
よ
う
備
え
ま
し
ょ
う
。

市民福祉センター(５月５日まで)

老人福祉センター(新庁舎４階・５月６日から)
受入対象　要配慮者(市が特定したかた)
老人福祉センター(新庁舎４階・５月６日から)
受入対象　要配慮者(市が特定したかた)

ハザードマップ

　公園墓地行きの無料小型バスを運行しますの
で、参拝にご利用ください。
運行日　５月18日(水)、６月７日(火)
運行区間　水間観音駅⇔公園墓地管理事務所前
問合せ先　
市民課☎072－433－7280
公園墓地管理事務所☎072－447－2296
※運行当日、荒天の場合は運休の可能性があります。

市代表☎072-423-2151で必ずご確認ください。

公園墓地(三ケ山)無料小型バス運行

水間観音駅発

９：10

10：10

11：05

12：05

公園墓地発

10：00

10：55

11：55

12：55

＜運行時刻表＞


